
夫婦共働きで子ども（被扶養者）がいる組合員の皆さまへ

配偶者との収入比較をお願いします
　組合員とその配偶者が共に働いていて、子どもを扶養している場合、双方の年間収入を比較して、
収入が多い者の被扶養者とすることとなっています。
　扶養替えの手続が遅れると、遡って扶養の認定が取消しとなり、医療費等を返還していただく場合が
あります。また、配偶者が加入している健康保険組合に対して、どの程度の遡及認定が可能であるかを
確認していただく必要がありますので、ご注意ください。

給付貸付課資格担当 03-5320-6826☎問合せ先

源泉徴収票が交付されたとき
配偶者が自営業等の場合で、確定申告を行ったとき
組合員や配偶者の給与改定あるいは任用形態の変更により、収入が変動したとき
※　共済組合での自営業の必要経費の取扱いは、所得税法上とは異なります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は、所属所の事務担当者へお問い合わせください。

 

●
●
●

※注意点

次のときは、必ず夫婦の収入比較を行ってください。

  

子
5歳

認定取消 認定

組合員 配偶者
扶養手当支給停止 扶養手当支給開始

  

認定取消 認定子 23歳・
大学院生

配偶者
年収870万円

組合員（再任用主任）
年収590万円

　扶養手当の支給を受けている者の被扶養者とし
て認定します。扶養手当の異動があったときは、共
済組合の扶養についても速やかに扶養替えの手続
を行ってください。

  

子
5歳

認定継続
（特別認定に
要件変更）

組合員 配偶者
扶養手当支給停止 扶養手当支給開始

　組合員が育児休業を取得した場合において、既
に被扶養者となっている子については、育児休業
の取得に伴って配偶者との収入逆転が生じ、扶養
手当の異動があったとしても、特例的に共済組合
の扶養を継続できます。この場合には特別認定へ
の要件変更の手続を行ってください（扶養手当の
異動に合わせて扶養替えすることもできます。）。
　一方、新たに誕生した子については、原則どおり
出生時の実態に応じて認定します。

　組合員の収入が多いか、夫婦双方の年間収入が
同程度（年収差が収入の多い方の１割以内）であれ
ば認定が可能です。給与改定や任用形態の変更
（例：正規職員から再任用職員へ）等に伴い、配偶
者との収入逆転が生じたときは、速やかに扶養替
えの手続を行ってください。
　ただし、夫婦共に組合員で双方とも扶養手当を受
給していないときは、収入比較することなく被扶養
者申告書を提出した組合員を主たる生計維持者と
考えますので、扶養替えの手続は必要ありません。

例3│ 扶養手当の支給が行われない子の場合
（育児休業期間中の特例）

例1│ 扶養手当の支給が行われる子の場合 例2│ 扶養手当の支給が行われない子の場合

第２子の
育児休業取得

　組合員又は被扶養者が出産したときは、出産費（被扶養者の方の場合は家族
出産費）等が共済組合から給付されます。

給付貸付課短期給付担当 03-5320-6827☎問合せ先

請求方法

出産したとき

出産費・家族出産費が給付されます

注1）出産費用が法定給付額を下回った場合の取扱い
❶直接支払制度…差額は、附加金と合わせて共済組合に請求してください。
❷受取代理制度…差額は、病院からの請求に基づき、組合員に直接給付します（組合員からの請求は不要です。）。

るいてし定予を院入で産出はくし詳。すまりあがとこいないてっ行を」度制理代取受「や」度制払支接直「、はてっよに等関機療医 ）2注
病院等にご確認ください。

 ※ 産科医療補償制度対象分娩の場合の掛金（12,000円）を含みます。
　 産科医療補償制度対象外の場合は488,000円となります。
　 以下の説明も同様です。

分娩に関連して発症した重度脳性
麻痺児に対する補償を行う制度

産科医療補償制度とは…

次の❶～❸いずれかの方法を出産前に 
選択の上、共済組合に請求手続をしてください。

法定給付

50万円※

附加給付 

5万円+

直接支払制度
組合員と医療機関等の合意に基づき、共済組合が出産
費（50万円）を医療機関等に支払う制度です。組合員
は、出産費用から50万円を差し引いた額を窓口で支
払います。

、りよにとこるす求請に共済組合が員合組、は）円万5（金加附 ※
組合員本人へ別途支払われます。

受取代理制度
共済組合が出産費および附加金（55万円）を医療機関
等に支払う制度です。組合員は、出産費用から55万円
を差し引いた額を窓口で支払います。

、てし対に合組済共、はにるす用利を度制のこ ※ 出産予定日の2
か月前から10日前までの事前申請が必要です。

医たっ行を出届に省働労生厚、ちうの関機療医な模規小的較比 ※
療機関に限り利用できる制度です。

上記制度を利用しない場合（直接支払制度利用なし）
出産にかかった費用の全額を組合員が病院等に支払
い、後から共済組合に申請をして出産費と附加金の合
計額（55万円）を受け取ることができます。

、は等合場たし産出に内以月か6てれさ定認てしと者養扶被 ※
加入していた健康保険組合の証明書等が必要です。
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